
大阪観光局の事業評価について（案）

・大阪観光局評価委員会において、大阪観光コンベンション協会（OCTB)･大阪観光局が定めた事業目標・事業計画および
目標達成状況の評価・審議を行う。
・評価・審議については、毎年度行う。
・評価結果については、評価委員会から大阪観光局運営推進協議会に報告を行い、協議会において決定する。
・大阪観光コンベンション協会は、評価結果を踏まえ、観光局トップの報酬への反映など適切に措置を講ずるものとする。

・大阪観光局評価委員会において、大阪観光コンベンション協会（OCTB)･大阪観光局が定めた事業目標・事業計画および
目標達成状況の評価・審議を行う。
・評価・審議については、毎年度行う。
・評価結果については、評価委員会から大阪観光局運営推進協議会に報告を行い、協議会において決定する。
・大阪観光コンベンション協会は、評価結果を踏まえ、観光局トップの報酬への反映など適切に措置を講ずるものとする。

大阪観光局の事業評価

【事業目標の達成と結果責任の連動について】

○観光局トップの経営責任との連動
事業目標の達成状況評価により、下表のとおり観光局トップ
の報酬に反映させる（事業評価指標案は資料２のとおり）

※事業収支も評価の対象とする。

下位評価が続けばトップ交代も検討。

○上記により、観光局トップを交代してもなお、事業成果が
あがらない状況が続けば、事業実施団体の継続可否について
評価委員会で審議。

目標達成評価結果
（総得点）

ランク 報酬反映

１２０点以上 Ａ ２０％加算

１１０～１２０ Ｂ １０％加算

９０～１１０ Ｃ 基準額（当初決定）

８０～９０ Ｄ １０％減額

８０点未満 Ｅ ２０％減額

※この方向性をもとに、詳細は大阪観光局評価委員会で決定。

【評価の流れ】
大阪観光局

（大阪観光局長）

評価委員会

大阪観光局

大阪観光局

評価委員会

協議会

事業目標・事業計画（案）の策定

事業目標・事業計画（案）の審議・確定

事業実施

事業目標達成状況評価書作成（自己分析）

事業目標達成状況評価書の内容審議

評価結果の確定

評価結果に基づくトップ報酬等への反映 ＯＣＴＢ

資料２

事業目標・事業計画（案）の承認 ＯＣＴＢ
（会長・理事長）


